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　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　  ６月３日提出

　　番　　号 　　　　　　　　件　　　　　　　　　　　名

　議案第３９号 　市長の専決処分事項の承認について

　議案第４０号
　真岡市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
　の一部改正について

　議案第４１号
　真岡市老人ホーム入所判定委員会設置条例の一部改正につい
　て

　議案第４２号 　真岡市精神障害者福祉手当支給条例の一部改正について

　議案第４３号
　真岡市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定
　介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法
　に関する基準等を定める条例の一部改正について

　議案第４４号
　真岡市地域包括支援センターの人員等に関する基準を定める
　条例の一部改正について

　議案第４５号
　真岡市公民館の設置及び管理条例並びに真岡市青年女性会館
　の設置、管理及び使用条例の一部改正について

　議案第４６号 　真岡市運動場設置、管理及び使用条例等の一部改正について

　議案第４７号 　工事請負契約について

　議案第４８号 　消防ポンプ自動車の取得について

　議案第４９号 　令和６年度真岡市一般会計補正予算（第３号）

　議案第５０号 　令和６年度真岡市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

　報告第　１号 　令和５年度真岡市継続費繰越計算書の報告について

　報告第　２号 　令和５年度真岡市繰越明許費繰越計算書の報告について

　報告第　３号
　令和５年度真岡市公営企業会計予算繰越計算書の報告につい
　て

　報告第　４号
　令和６年度もおか鬼怒公園開発株式会社営業計画及び予算書
　の提出について

　報告第　５号
　令和６年度公益財団法人真岡市農業公社事業計画及び予算書
　の提出について
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                          議案第３９号  

   市長の専決処分事項の承認について  

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分した  

ので、同条第３項の規定により承認を求める。  

  令和６年６月３日提出  

                   真岡市長  石  坂  真  一  

 

記  

専決第２号  真岡市税条例の一部を改正する条例（別紙）  

専決第３号  真岡市都市計画税条例の一部を改正する条例（別紙）  

専決第４号  真岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例  

（別紙）  

専決第５号  令和６年度真岡市一般会計補正予算（第２号）  

（別冊）  
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専決第２号  

真岡市税条例の一部を改正する条例については、地方自治法第１７９

条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。  

  令和６年３月３１日  

                   真岡市長  石  坂  真  一  

 

   真岡市税条例の一部を改正する条例  

 真岡市税条例（昭和２９年条例第３０号）の一部を次のように改正す  

る。  

第３４条の７第１項中「若しくは金銭」を削り、同項第１号中「又は

金銭」を削り、同号ケを次のように改める。  

  ケ  所得税法第７８条第２項第４号に規定する公益信託の信託財産  

とするために支出した当該公益信託に係る信託事務に関連する寄  

附金  

第５１条第２項中「によって」を「により」に、「納期限」を「、納

期限」に改め、同項各号列記以外の部分に次のただし書を加える。  

  ただし、市長が、当該者が同項各号のいずれかに該当することが明  

らかであり、かつ、市民税を減免する必要があると認める場合は、こ  

の限りでない。  

 第５１条第３項中「によって」を「により」に、「その事由」を「、

その事由」に、「においては」を「には、」に改める。  

第５６条中「第６４条第４項」を「第１５２条第５項」に改める。  

第７１条第２項中「によって」を「により」に、「もの」を「者」に

改め、同項各号列記以外の部分に次のただし書を加える。  
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  ただし、市長が、当該者が所有する固定資産が同項各号のいずれか  

に該当することが明らかであり、かつ、固定資産税を減免する必要が  

あると認める場合は、この限りでない。  

 第７１条第３項中「によって」を「により」に、「においては」を「  

には、」に改める。  

 第１３９条の３第２項中「によって」を「により」に改め、同項各号

列記以外の部分に次のただし書を加える。  

  ただし、市長が、当該者が所有し、又は取得する土地が同項各号の  

いずれかに該当することが明らかであり、かつ、特別土地保有税を減  

免する必要があると認める場合は、この限りでない。  

第１３９条の３第３項中「によって」を「により」に改める。  

附則第４条の２を削る。  

附則第７条の４の次に次の４条を加える。  

（令和６年度分の個人の市民税の特別税額控除）  

第７条の５  令和６年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条の８第

４項及び第５項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和

６年度分特別税額控除額を、前年の合計所得金額が１，８０５万円以

下である所得割の納税義務者（次条及び附則第７条の７において「特

別税額控除対象納税義務者」という。）の第３４条の３、第３４条の

６から第３４条の９まで、附則第５条第２項、附則第７条第１項、附

則第７条の３の２第１項、前条及び附則第９条の２の規定を適用した

場合の所得割の額から控除する。  

２  前項の規定の適用がある場合における第３４条の７第２項、第４７  

条の５第１項及び前条の規定の適用については、第３４条の７第２項  
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及び前条中「附則第５条の６第２項」とあるのは「附則第５条の６第  

２項及び法附則第５条の８第６項」と、第４７条の５第１項中「課し  

た」とあるのは「附則第７条の５第１項の規定の適用がないものとし  

た場合に課すべき」と、「の前々年中」とあるのは「の同項の規定の  

適用がないものとした場合における前々年中」と、「、前々年中」と  

あるのは「、附則第７条の５第１項の規定の適用がないものとした場  

合における前々年中」とする。  

（令和６年度分の個人の市民税の納税通知書に関する特例）  

第７条の６  令和６年度分の個人の市民税に限り、個人の市民税の納税

通知書に記載すべき各納期の納付額については、第４１条の規定にか

かわらず、次に定めるところによる。  

(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る  

個人の市民税の額（前条第１項の規定の適用がないものとした場合  

に算出される普通徴収に係る個人の市民税の額をいう。）及び特別  

税額控除前の普通徴収に係る個人の県民税の額（法附則第５条の８  

第１項及び第２項の規定の適用がないものとした場合に算出される  

普通徴収に係る個人の県民税の額をいう。）の合算額（以下この号  

において「特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額」と  

いう。）からその者の普通徴収に係る個人の市民税の額及び普通徴  

収に係る個人の県民税の額の合算額を控除した額（以下この項にお  

いて「普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額」という。）  

がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額を４  

で除して得た金額（当該金額に１，０００円未満の端数があるとき、  

又は当該金額の全額が１，０００円未満であるときは、その端数金  
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額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額  

」という。）に３を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の普  

通徴収に係る個人の住民税の額から控除した残額に相当する金額（  

以下この項において「第１期分金額」という。）に満たない場合に  

は、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第４０条第１  

項に規定する第１期の納期（以下この項、次項及び次条第１項にお  

いて「第１期納期」という。）においてはその者の第１期分金額か  

らその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除し  

た額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者の分割金額と  

する。  

(2) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特

別税額控除額がその者の第１期分金額以上であり、かつ、その者の

第１期分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、

当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第１期納期におい

てはないものとし、第４０条第１項に規定する第２期の納期（以下

この項及び次条第１項において「第２期納期」という。）において

はその者の第１期分金額とその者の分割金額との合計額からその者

の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、

第４０条第１項に規定する第３期の納期（以下この項において「第

３期納期」という。）及び同条第１項に規定する第４期の納期（以

下この項において「第４期納期」という。）においてはその者の分

割金額とする。  

(3) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特  

  別税額控除額がその者の第１期分金額とその者の分割金額との合計



- 6 - 

額以上であり、か つ、その者の第１ 期分金額とその者 の分割金額

に２を乗じて得た 金額との合計額に 満たない場合には 、当該納税

通知書に記載すべ き各納期の納付額 は、第１期納期及 び第２期納

期においてはない ものとし、第３期 納期においてはそ の者の第１

期分金額とその者 の分割金額に２を 乗じて得た金額と の 合計額か

らその者の普通徴 収の個人の住民税 に係る特別税額控 除額を控除

した額とし、第４期納期においてはその者の分割金額とする。  

(4) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特  

  別税額控除額がその者の第１期分金額とその者の分割金額に２を乗

じて得た金額との 合計額以上である 場合には、当該納 税通知書に

記載すべき各納期 の納付額は、第１ 期納期、第２期納 期及び第３

期納期においては ないものとし、第 ４期納期において はその者の

普通徴収に係る個 人の市民税の額及 び普通徴収に係る 個人 の県民

税の額の合算額とする。  

２  令和６年度分の個人の市民税（第１期納期から第４７条第１項の規

定により普通徴収の方法によって徴収されることとなったものを除

く。）を同項の規定により普通徴収の方法によって徴収する場合につ

いては、前項の規定は、適用しない。  

（令和６年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税に関する  

特例）  

第７条の７  令和６年度分の個人の市民税に限り、第４７条の２第１項

の規定により特別徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所

得に係る個人の市民税（第３項において「年金所得に係る特別徴収の

個人の市民税」という。）の額及び第４７条の２第２項の規定により
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普通徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人

の市民税の額については、次に定めるところによる。  

(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る

個人の市民税の額（附則第７条の５第１項の規定の適用がないもの

とした場合に算出される第４７条の２第１項に規定する前年中の公

的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額（以下こ

の号及び第５号において「年金所得に係る所得割額及び均等割額の

合算額」という。）をいう。以下この号及び第３項第１号において

同じ。）からその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算

額を控除した額（以下この項及び第３項において「年金所得に係る

個人の市民税に係る特別税額控除額」という。）がその者の特別税

額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額（特別税額控除前の年

金所得に係る個人の市民税の額から特別税額控除前の特別徴収に係

る個人の市民税の額（特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民

税の額の２分の１に相当する額をいう。以下この号において同じ。  

）を控除した額を いう。以下この号 において同じ。） を２で除し

て得た金額（当該 金額に１，０００ 円未満の端数があ るとき、又

は当該金額の全額 が１，０００円未 満であるときは、 その端数金

額又はその全額を 切り捨てた金額。 以下この項におい て「第２期

分金額」という。 ）をその者の特別 税額控除前の普通 徴収に係る

個人の市民税の額 から控除した残額 に相当する金額（ 以下この項

において「第１期 分金額」という。 ）に満たない場合 には、第１

期納期及び第２期 納期に普通徴収の 方法によって徴収 すべき公的

年金等に係る所得 に係る個人の市民 税の額（以下この 項において
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「普通徴収対象税 額」という。）及 び第４７条の３に 規定する特

別徴収対象年金給 付の支払をする際 、特別徴収の方法 によって徴

収すべき公的年金 等に係る所得に係 る個人の市民税の 額（以下こ

の項及び第３項に おいて「特別徴収 対象税額」という 。）は、第

１期納期において はその者の第１期 分金額からその者 の年金所得

に係る個人の市民 税に係る特別税額 控除額を控除した 残額に相当

する税額、第２期 納期においてはそ の者の第２期分金 額に相当す

る税額、当該年度 の初日の属する年 の１０月１日から １１月３０

日までの間におい てはその者の特別 税額控除前の特別 徴収に係る

個人の市民税の額 を３で除して得た 金額（当該金額に １００円未

満の端数があると き、又は当該金額 の全額が１００円 未満である

ときは、その端数 金額又はその全額 を切り捨てた金額 。以下この

項において「分割 金額」という。） に２を乗じて得た 金額をその

者の特別税額控除 前の特別徴収に係 る個人の市民税の 額から控除

した残額に相当す る金額（以下この 項において「１０ 月分金額」

という。）に相当 する税額、同年１ ２月１日から翌年 の３月３１

日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。  

(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係  

  る特別税額控除額がその者の第１期分金額以上であり、かつ、その  

  者の第１期分金額とその者の第２期分金額との合計額に満たない場

合には、普通徴収 対象税額及び特別 徴収対象税額は、 第１期納期

における税額はな いものとし、第２ 期納期においては その者の第

１期分金額とその 者の第２期分金額 との合計額からそ の者の年金

所得に係る個人の 市民税に係る特別 税額控除額を控除 した残額に
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相当する税額、当 該年度の初日の属 する年の１０月１ 日から１１

月３０日までの間 においてはその者 の１０月分金額に 相当する税

額、同年１２月１ 日から翌年の３月 ３１日までの間に おいてはそ

の者の分割金額に相当する税額とする。  

 (3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係

る特別税額控除額 がその者の第１期 分金額とその者の 第２期分金

額との合計額以上 であり、かつ、そ の者の第１期分金 額、その者

の第２期分金額及 びその者の１０月 分金額の合計額に 満たない場

合には、普通徴収 対象税額及び特別 徴収対象税額は、 第１期納期

及び第２期納期に おける税額はない ものとし、当該年 度の初日の

属する年の１０月 １日から１１月３ ０日までの間にお いてはその

者の第１期分金額 、その者の第２期 分金額及びその者 の１０月分

金額の合計額から その者の年金所得 に係る個人の市民 税に係る特

別税額控除額を控 除した残額に相当 する税額、同年１ ２月１日か

ら翌年の３月３１ 日までの間におい てはその者の分割 金額に相当

する税額とする。  

(4) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係  

  る特別税額控除額がその者の第１期分金額、その者の第２期分金額  

  及びその者の１０月分金額の合計額以上であり、かつ、その者の第  

  １期分金額、その者の第２期分金額、その者の１０月分金額及びそ  

  の者の分割金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及  

  び特別徴収対象税額は、第１期納期及び第２期納期並びに当該年度  

  の初日の属する年の１０月１日から１１月３０日までの間における  

  税額はないものとし、同年１２月１日から翌年の１月３１日までの  
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  間においてはその者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その  

  者の１０月分金額及びその者の分割金額の合計額からその者の年金  

  所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相  

  当する税額、同年２月１日から３月３１日までの間においてはその  

  者の分割金額に相当する税額とする。  

(5) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係

る特別税額控除額がその者の第１期分金額、その者の第２期分金額、

その者の１０月分金額及びその者の分割金額の合計額以上である場

合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第１期納期及

び第２期納期並びに当該年度の初日の属する年の１０月１日から翌

年の１月３１日までの間における税額はないものとし、同年２月１

日から３月３１日までの間においてはその者の年金所得に係る所得

割額及び均等割額の合算額に相当する税額とする。  

２  前項の規定の適用がある場合における第４７条の４の規定の適用に

ついては、同条第２項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の

初日の属する年の１０月１日から翌年の３月３１日までの間における

当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回

数で除して得た額」とあるのは、「附則第７条の７第１項各号に規定

する特別徴収の方法によって徴収すべき額」とする。  

３  令和６年度分の個人の市民税に限り、年金所得に係る特別徴収の個

人の市民税の額（第１項の規定の適用があるものを除く。）について

は、次に定めるところによる。  

(1) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係

る特別税額控除額がその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人
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の市民税の額（特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額

から第４７条の５第１項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額

を控除した額をいう。以下この号において同じ。）を３で除して得

た金額（当該金額に１００円未満の端数があるとき、又は当該金額

の全額が１００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を

切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。）に２

を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人

の市民税の額から控除した残額に相当する金額（以下この項におい

て「１０月分金額」という。）に満たない場合には、特別徴収対象

税額は、当該年度の初日の属する年の１０月１日から１１月３０日

までの間においてはその者の１０月分金額からその者の年金所得に

係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する

税額、同年１２月１日から翌年の３月３１日までの間においてはそ

の者の分割金額に相当する税額とする。  

(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係  

  る特別税額控除額がその者の１０月分金額以上であり、かつ、その  

  者の１０月分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合に  

  は、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の１０月１日  

  から１１月３０日までの間において徴収すべき税額はないものとし、  

  同年１２月１日から翌年の１月３１日までの間においてはその者の  

  １０月分金額とその者の分割金額との合計額からその者の年金所得  

  に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当す  

  る税額、同年２月１日から３月３１日までの間においてはその者の  

  分割金額に相当する税額とする。  
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(3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係

る特別税額控除額がその者の１０月分金額とその者の分割金額との

合計額以上である場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日

の属する年の１０月１日から翌年の１月３１日までの間における税

額はないものとし、同年２月１日から３月３１日までの間において

はその者の第４７条の５第２項の規定により読み替えられた第４７

条の２第１項に規定する年金所得に係る特別徴収税額に相当する税

額とする。  

４  前項の規定の適用がある場合における第４７条の４の規定の適用に  

ついては、同条第２項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の

初日の属する年の１０月１日から翌年の３月３１日までの間における

当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回

数で除して得た額」とあるのは、「附則第７条の７第３項各号に規定  

する特別徴収の方法によって徴収すべき額」とする。  

５  令和６年度分の個人の市民税につき第４７条の６第１項の規定の適  

 用がある場合については、前各項の規定は、適用しない。  

（令和７年度分の個人の市民税の特別税額控除）  

第７条の８  令和７年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条の１２

第３項及び第４項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令

和７年度分特別税額控除額を、同条第３項に規定する特別税額控除対

象納税義務者の第３４条の３、第３４条の６から第３４条の９まで、

附則第５条第２項、附則第７条第１項、附則第７条の３の２第１項、

附則第７条の４及び附則第９条の２の規定を適用した場合の所得割の

額から控除する。  
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附則第８条第２項中「前条」を「附則第７条の４」に改め、同条第３  

項中「第３４条の９第１項」の次に「、附則第７条の５第１項及び前条  

」を加え、「同項中」を「第３４条の９第１項中」に、「とあるのは、  

」を「とあるのは」に、「とする」を「と、附則第７条の５第１項中

「及び」とあるのは「、附則第８条第２項及び」と、前条中「及び」と

あるのは「、次条第２項及び」とする」に改める。  

附則第１０条の２第１３項を削り、同条第１２項中「附則第１５条第

２５項第３号ハ」を「附則第１５条第２５項第４号ハ」に改め、同項を  

同条第１３項とし、同条第１１項中「附則第１５条第２５項第３号ロ」

を「附則第１５条第２５項第４号ロ」に改め、同項を同条第１２項とし、

同条第１０項中「附則第１５条第２５項第３号イ」を「附則第１５条第

２５項第４号イ」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第９項中「附

則第１５条第２５項第２号ハ」を「附則第１５条第２５項第３号ハ」に

改め、同項を同条第１０項とし、同条第８項中「附則第１５条第２５項

第２号ロ」を「附則第１５条第２５項第３号ロ」に改め、同項を同条第

９項とし、同条第７項中「附則第１５条第２５項第２号イ」を「附則第

１５条第２５項第３号イ」に改め、同項を同条第８項とし、同条第６項

の次に次の１項を加える。  

７  法附則第１５条第２５項第２号に規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は７分の６とする。  

附則第１０条の２第１４項中「附則第１５条第３３項」を「附則第１

５条第３２項」に改め、同条第１６項を同条第１７項とし、同条第１５

項を同条第１６項とし、同条第１４項の次に次の１項を加える。  

１５  法附則第１５条第３８項に規定する市町村の条例で定める割合は
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２分の１とする。  

附則第１０条の３第１３項を同条第１４項とし、同条第１２項中「附

則第７条第１７項」を「附則第７条第１８項」に改め、同項を同条第１

３項とし、同条第１１項中「附則第７条第１６項各号」を「附則第７条

第１７項各号」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第１０項中「附

則第７条第１１項各号」を「附則第７条第１２項各号」に改め、同項を

同条第１１項とし、同条第９項中「附則第７条第１０項各号に規定する  

」を「附則第７条第１１項各号に掲げる」に改め、同項を同条第１０項

とし、同条第８項中「附則第７条第９項各号」を「附則第７条第１０項

各号」に改め、同項を同条第９項とし、同条第７項中「附則第７条第８

項各号」を「附則第７条第９項各号」に改め、同項を同条第８項とし、

同条中第６項を第７項とし、第３項から第５項までを１項ずつ繰り下げ、

第２項の次に次の１項を加える。  

３  市長は、法附則第１５条の７第１項又は第２項の認定長期優良住宅

のうち区分所有に係る住宅については、前項の申告書の提出がなかっ

た場合においても、長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２

０年法律第８７号）第５条第４項に規定する管理者等から、法附則第

１５条の７第３項に規定する期間内に施行規則附則第７条第４項に規

定する書類の提出がされ、かつ、当該区分所有に係る住宅が法附則第

１５条の７第１項又は第２項に規定する要件に該当すると認められる

ときは、前項の規定にかかわらず、同条第１項又は第２項の規定を適

用することができる。  

附則第１１条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和

６年度から令和８年度まで」に改める。  
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附則第１１条の２の見出し中「令和４年度又は令和５年度」を「令和

７年度又は令和８年度」に改め、同条第１項中「令和４年度分又は令和

５年度分」を「令和７年度分又は令和８年度分」に改め、同条第２項中

「令和４年度適用土地又は令和４年度類似適用土地」を「令和７年度適

用土地又は令和７年度類似適用土地」に、「令和５年度分」を「令和８

年度分」に改める。  

附則第１２条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和

６年度から令和８年度まで」に改め、同条第１項中「令和３年度から令

和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に改め、「（商業

地等に係る令和４年度分の固定資産税にあっては、１００分の２．５）  

」及び「（令和３年度の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税

の課税標準額）」を削り、同条第２項及び第３項中「令和４年度分及び

令和５年度分」を「令和６年度から令和８年度までの各年度分」に改め、

同条第４項及び第５項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６

年度から令和８年度まで」に改める。  

附則第１２条の２中「地方税法等の一部を改正する法律（平成２７年

法律第２号）附則第１８条」を「地方税法等の一部を改正する法律（令

和６年法律第４号）附則第２１条」に「平成３０年度から平成３２年度

まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に改める。  

附則第１３条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和

６年度から令和８年度まで」に改め、同条中「令和３年度から令和５年

度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に改め、「。以下この項

において同じ。」及び「（令和３年度分の固定資産税にあっては、前年

度分の固定資産税の課税標準額）」を削る。  
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附則第１５条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６

年度から令和８年度まで」に改め、同条第２項中「令和６年３月３１日  

」を「令和９年３月３１日」に改める。  

 

   附  則  

 （施行期日）  

第１条  この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、次の各  

号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  

 (1) 第５６条の改正規定  令和７年４月１日  

 (2) 第３４条の７第１項の改正規定、附則第４条の２を削る改正規定  

  及び次条の規定  公益信託に関する法律（令和６年法律第  号）の  

施行の日の属する年の翌年の１月１日  

 （市民税に関する経過措置）  

第２条  所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）附則

第３条第１項の規定の適用がある場合における前条第２号に掲げる規

定による改正後の真岡市税条例第３４条の７第１項（第１号ケに係る

部分に限る。）の規定の適用については、同項第１号ケ中「寄附金」

とあるのは、「寄附金（所得税法等の一部を改正する法律（令和６年

法律第８号）附則第３条第１項の規定によりなおその効力を有するも

のとされる同法第１条の規定による改正前の所得税法第７８条第３項

の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。）」とする。  

 （固定資産税に関する経過措置）  

第３条  別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の真岡市

税条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和６年度以降の年度分
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の固定資産税について適用し、令和５年度分までの固定資産税につい

ては、なお従前の例による。  

２  令和２年４月１日から令和６年３月３１日までの間に新たに取得さ

れた地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）第１条

の規定による改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。次項及

び第４項において「旧法」という。）附則第１５条第２５項に規定す

る特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税につい

ては、なお従前の例による。  

３  平成２９年４月１日から令和６年３月３１日までの間に受けた旧法

附則第１５条第３２項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特

定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する固定資産税

については、なお従前の例による。  

４  都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和２年法律第４３

号）の施行の日から令和６年３月３１日までの間に整備された旧法附

則第１５条第３９項に規定する滞在快適性等向上施設等の用に供する

固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。  
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専決第３号  

真岡市都市計画税条例の一部を改正する条例については、地方自治法

第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。  

  令和６年３月３１日  

                   真岡市長  石  坂  真  一  

 

真岡市都市計画税条例の一部を改正する条例  

 真岡市都市計画税条例（昭和３２年条例第１１２号）の一部を次のよ

うに改正する。  

附則第２項を削る。  

附則第３項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３３項」を「附則

第１５条第３２項」に改め、同項を附則第２項とし、同項の次に次の１

項を加える。  

 （法附則第１５条第３８項の条例で定める割合）  

３  法附則第１５条第３８項に規定する市町村の条例で定める割合は２

分の１とする。  

附則第５項の前の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令

和６年度から令和８年度まで」に改め、同項中「令和３年度から令和５

年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に改め、「（商業地等

に係る令和４年度分の都市計画税にあっては、１００分の２．５）」及

び「（令和３年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の

課税標準額）」を削る。  

附則第６項及び第７項中「令和４年度分及び令和５年度分」を「令和

６年度から令和８年度までの各年度分」に改める。  
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附則第８項及び第９項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和  

６年度から令和８年度まで」に改める。  

附則第１０項の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和  

６年度から令和８年度まで」に改め、同項中「令和３年度から令和５年

度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に改め、「。以下この項

において同じ。」及び「（令和３年度分の都市計画税にあっては、前年

度分の都市計画税の課税標準額）」を削る。  

附則第１３項中「附則第５項、第６項」を「附則第６項」に改める。  

附則第１４項中「第３５項まで、第３８項、第３９項、第４３項若し

くは第４６項」を「第３４項まで、第３７項、第３８項、第４２項若し

くは第４５項」に改める。  

附則第１５項中「地方税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律

第２号）附則第１８条」を「地方税法等の一部を改正する法律（令和６

年法律第４号）附則第２１条」に、「平成３０年度から令和２年度まで  

」を「令和６年度から令和８年度まで」に改める。  

 

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の真岡市都市

計画税条例の規定は、令和６年度以後の年度分の都市計画税について

適用し、令和５年度分までの都市計画税については、なお従前の例に

よる。  
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３  平成２９年４月１日から令和６年３月３１日までの間に受けた地方

税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）第１条の規定に

よる改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。次項において「  

旧法」という。）附則第１５条第３２項に規定する政府の補助に係る

同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して

課する都市計画税については、なお従前の例による。  

４  都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和２年法律第４３  

号）の施行の日から令和６年３月３１日までの間に整備された旧法附  

則第１５条第３９項に規定する滞在快適性等向上施設等の用に供する  

固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。  
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専決第４号  

 真岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、地方自

治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。  

  令和６年３月３１日  

                   真岡市長  石  坂  真  一  

 

   真岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例  

 真岡市国民健康保険税条例（昭和３４年条例第１６４号）の一部を次

のように改正する。  

 第２３条第１項第２号中「２９万」を「２９万５，０００円」に改め、

同項第３号中「５３万５，０００円」を「５４万５，０００円」に改め

る。  

 

   附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

 （適用区分）  

２  この条例による改正後の真岡市国民健康保険税条例の規定は、令和

６年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和５年度分

までの国民健康保険税については、なお従前の例による。  
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                          議案第４０号  

真岡市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を

改正する条例を次のように制定するものとする。  

  令和６年６月３日提出  

                   真岡市長  石  坂  真  一  

 

   真岡市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条     

   例の一部を改正する条例  

真岡市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２

９年条例第１号）の一部を次のように改正する。  

第４条第１項中「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「特定個人番

号利用事務」に改め、同条第３項中「法別表第２の第２欄に掲げる事

務」を「特定個人番号利用事務」に、「同表第４欄に掲げる特定個人情

報」を「利用特定個人情報」に改め、同項ただし書中「当該特定個人情

報」を「当該利用特定個人情報」に改める。  

 

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 

 （説明）  

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律の一部改正に伴い、用語を改めるものである。  
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議案第４１号  

真岡市老人ホーム入所判定委員会設置条例の一部を改正する条例を次

のように制定するものとする。  

  令和６年６月３日提出  

真岡市長  石  坂  真  一  

 

真岡市老人ホーム入所判定委員会設置条例の一部を改正す  

る条例  

真岡市老人ホーム入所判定委員会設置条例（平成１２年条例第３８

号）の一部を次のように改正する。  

第６条中「いきいき高齢課」を「高齢福祉課」に改める。  

 

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

（説明）  

組織機構の見直しに伴い、条例中の課名を改めるものである。  
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議案第４２号  

真岡市精神障害者福祉手当支給条例の一部を改正する条例を次のよう

に制定するものとする。  

  令和６年６月３日提出  

真岡市長  石  坂  真  一  

 

真岡市精神障害者福祉手当支給条例の一部を改正する条例  

 真岡市精神障害者福祉手当支給条例（昭和５７年条例第４号）の一部

を次のように改正する。  

 第２条第１項中「又は第２項」を削る。  

 

附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

（説明）  

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正に伴い、引用条

項を改めるものである。  
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議案第４３号  

真岡市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定

める条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。  

  令和６年６月３日提出  

真岡市長  石  坂  真  一  

 

真岡市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指    

定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の    

方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例  

 真岡市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定

める条例（平成２６年条例第２７号）の一部を次のように改正する。  

 第１５条第１号中「第１４０条の６６第１号ロ（２）」を「第１４０

条の６６第１号イ」に改める。  

 

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 

 

（説明）  

介護保険法施行規則の一部改正に伴い、引用条項を改めるものである。  
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議案第４４号  

真岡市地域包括支援センターの人員等に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例を次のように制定するものとする。  

  令和６年６月３日提出  

真岡市長  石  坂  真  一  

 

真岡市地域包括支援センターの人員等に関する基準を定め  

る条例の一部を改正する条例  

 真岡市地域包括支援センターの人員等に関する基準を定める条例（平

成２６年条例第２８号）の一部を次のように改正する。  

 第２条第１項中「常勤の職員の員数」の次に「（地域包括支援センタ

ー運営協議会（介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第

１４０条の６６第１号イに規定する地域包括支援センター運営協議会を

いう。以下同じ。）が第１号被保険者の数及び地域包括支援センターの

運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法（当該

地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センタ

ーにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地

域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法を

いう。）によることができる。次項において同じ。）」を加える。  

第２条第２項中「前項の」を「第１項の」に改め、「（介護保険法施

行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６６第１号ロ（２

）に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。）」

を削り、同項の表右欄中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３

項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。  
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２  前項の規定にかかわらず、地域包括支援センター運営協議会が地域

包括支援センターの効果的な運営に資すると認めるときは、複数の地

域包括支援センターが担当する区域を一の区域として、当該区域内の

第１被保険者の数について、おおむね３，０００人以上６，０００人

未満ごとに前項第１号から第３号までに掲げる常勤の職員の員数を当

該複数の地域包括支援センターに配置することにより、当該区域内の

一の地域包括支援センターがそれぞれ前項の基準を満たすものとする。

この場合において、当該区域内の一の地域包括支援センターに置くべ

き常勤の職員の員数の基準は、前項第１号から第３号までに掲げる者

のうちから２人とする。  

 

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

（説明）  

 介護保険法施行規則の一部改正により、地域包括支援センターの職員

に係る基準及び当該職員の員数に関する基準が見直されたことに伴い、

当該見直しの内容に準じて職員配置の柔軟化を図るものである。  
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議案第４５号  

 真岡市公民館の設置及び管理条例並びに真岡市青年女性会館の設置、

管理及び使用条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとす

る。  

  令和６年６月３日提出  

真岡市長  石  坂  真  一  

 

   真岡市公民館の設置及び管理条例並びに真岡市青年女性会     

   館の設置、管理及び使用条例の一部を改正する条例  

 （真岡市公民館の設置及び管理条例の一部改正）  

第１条  真岡市公民館の設置及び管理条例（平成３１年条例第１５号）  

の一部を次のように改正する。  

  第１６条を第１７条とし、第１５条を第１６条とし、第１４条の次

に次の１条を加える。  

  （利用料金）  

第１５条  教育委員会は、第１３条の規定により公民館の管理を指定

管理者に行わせる場合において、適当と認めるときは、公民館の使

用に係る料金（以下「利用料金」という。）を当該指定管理者の収

入として収受させることができる。  

２  第１０条の規定にかかわらず、前項の規定により利用料金を指定

管理者の収入として収受させるときは、使用者は、利用料金を当該

指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者は、特

に必要があると認めたときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、

別に定める期日までに利用料金を納付させることができる。  
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３  利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者

が教育委員会の承認を得て定める額とする。  

 （真岡市青年女性会館の設置、管理及び使用条例の一部改正）  

第２条  真岡市青年女性会館の設置、管理及び使用条例（昭和５５年条

例第８号）の一部を次のように改正する。  

  第１４条を第１５条とし、第１３条の次に次の１条を加える。  

  （利用料金）  

第１４条  教育委員会は、第１２条の規定により会館の管理を指定管

理者に行わせる場合において、適当と認めるときは、会館の使用に

係る料金（以下「利用料金」という。）を当該指定管理者の収入と

して収受させることができる。  

２  第９条の規定にかかわらず、前項の規定により利用料金を指定管

理者の収入として収受させるときは、使用者は、利用料金を当該指

定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者は、特に

必要があると認めたときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、

別に定める期日までに利用料金を納付させることができる。  

３  利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者

が教育委員会の承認を得て定める額とする。  

 

   附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

（適用区分）  

２  第１条の規定による改正後の真岡市公民館の設置及び管理条例第１
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５条の規定は、この条例の施行の日以後に申請のあった真岡市公民館

の使用に係る料金について適用し、同日前に申請のあった真岡市公民

館の使用に係る料金については、なお従前の例による。  

３  第２条の規定による改正後の真岡市青年女性会館の設置、管理及び

使用条例第１４条の規定は、この条例の施行の日以後に申請のあった

真岡市青年女性会館の使用に係る料金について適用し、同日前に申請

のあった真岡市青年女性会館の使用に係る料金については、なお従前

の例による。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（説明）  

 公民館の使用に係る料金及び青年女性会館の使用に係る料金について、

指定管理者の収入とすることができる利用料金制度を導入することで、

公民館及び青年女性会館の管理事務の効率化を図るものである。  
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議案第４６号  

 真岡市運動場設置、管理及び使用条例等の一部を改正する条例を次の

ように制定するものとする。  

  令和６年６月３日提出  

                   真岡市長  石  坂  真  一  

 

   真岡市運動場設置、管理及び使用条例等の一部を改正する     

   条例  

 （真岡市運動場設置、管理及び使用条例の一部改正）  

第１条  真岡市運動場設置、管理及び使用条例（昭和４７年条例第１６

号）の一部を次のように改正する。  

  第７条第２項及び第８条第３号中「教育委員会」を「市長」に改め  

る。  

 （真岡市民会館条例の一部改正）  

第２条  真岡市民会館条例（昭和４９年条例第３９号）の一部を次のよ

うに改正する。  

  第９条第３項及び第１０条第３号中「教育委員会」を「市長」に改

める。  

  第１５条第２項中「第９条第１項及び第３項並びに第１１条第２項

中」を「第９条第１項並びに第１１条第２項中」に改め、「「指定管

理者」と」の次に「、第９条第３項中「市長」とあるのは「指定管理

者」と」を加える。  

 （真岡市総合体育館等の設置、管理及び使用条例の一部改正）  

第３条  真岡市総合体育館等の設置、管理及び使用条例（昭和５２年条
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例第１６号）の一部を次のように改正する。  

  第８条第３項及び第９条第３号中「教育委員会」を「市長」に改め

る。  

 （真岡市青年女性会館の設置、管理及び使用条例の一部改正）  

第４条  真岡市青年女性会館の設置、管理及び使用条例（昭和５５年条

例第８号）の一部を次のように改正する。  

  第９条第２項及び第１０条ただし書中「教育委員会」を「市長」に

改める。  

  第１３条第２項中「、第８条及び第９条第２項中」を「及び第８条

中」に改め、「「指定管理者」と」の次に「、第９条第２項中「市長  

」とあるのは「指定管理者」と」を加える。  

 （真岡市立図書館並びに真岡市立二宮図書館の設置及び管理条例の一

部改正）  

第５条  真岡市立図書館並びに真岡市立二宮図書館の設置及び管理条例

（昭和５６年条例第２３号）の一部を次のように改正する。  

  第７条第２項中「教育委員会」を「市長」に改める。  

  第９条第２項中「及び第７条第２項」を削り、「「指定管理者」と  

」の次に「、第７条第２項中「市長」とあるのは「指定管理者」と」  

を加える。  

 （真岡市久保講堂の設置、管理及び使用条例の一部改正）  

第６条  真岡市久保講堂の設置、管理及び使用条例（昭和６１年条例第

１３号）の一部を次のように改正する。  

  第７条第２項及び第８条ただし書中「教育委員会」を「市長」に改

める。  
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 （真岡市立小・中学校の施設開放に関する管理及び使用料条例の一部

改正）  

第７条  真岡市立小・中学校の施設開放に関する管理及び使用料条例（  

昭和６３年条例第７号）の一部を次のように改正する。  

  第９条第３項及び第１０条ただし書中「教育委員会」を「市長」に

改める。  

 （真岡市科学教育センターの設置、管理及び使用条例の一部改正）  

第８条  真岡市科学教育センターの設置、管理及び使用条例（平成５年

条例第１５号）の一部を次のように改正する。  

  第７条中「教育委員会」を「市長」に改める。  

 （真岡市長沼会館の設置、管理及び使用条例の一部改正）  

第９条  真岡市長沼会館の設置、管理及び使用条例（平成２１年条例第

１６号）の一部を次のように改正する。  

  第７条第２項及び第８条ただし書中「教育委員会」を「市長」に改

める。  

 （真岡市物部会館の設置、管理及び使用条例の一部改正）  

第１０条  真岡市物部会館の設置、管理及び使用条例（平成２１年条例

第１７号）の一部を次のように改正する。  

  第７条第２項及び第８条ただし書中「教育委員会」を「市長」に改

める。  

 （真岡市久下田駅さくらホールの設置、管理及び使用条例の一部改正）  

第１１条  真岡市久下田駅さくらホールの設置、管理及び使用条例（平

成２１年条例第１８号）の一部を次のように改正する。  

  第７条第２項ただし書及び第８条中「教育委員会」を「市長」に改
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める。  

 （真岡市にのみや野外活動センターの設置、管理及び使用条例の一部

改正）  

第１２条  真岡市にのみや野外活動センターの設置、管理及び使用条例  

（平成２１年条例第１９号）の一部を次のように改正する。  

  第８条第２項中「場合」の次に「その他市長が特に認めた場合」を

加える。  

  第９条ただし書中「教育委員会」を「市長」に改める。  

 （真岡市地域体育館の設置、管理及び使用条例の一部改正）  

第１３条  真岡市地域体育館の設置、管理及び使用条例（平成２１年条

例第２３号）の一部を次のように改正する。  

  第９条第３項及び第１０条ただし書中「教育委員会」を「市長」に

改める。  

 （真岡市生涯学習館の設置及び管理条例の一部改正）  

第１４条  真岡市生涯学習館の設置及び管理条例（平成２５年条例第４

４号）の一部を次のように改正する。  

  第８条第３項及び第９条第３号中「教育委員会」を「市長」に改め

る。  

 （真岡市公民館の設置及び管理条例の一部改正）  

第１５条  真岡市公民館の設置及び管理条例（平成３１年条例第１５号  

 ）の一部を次のように改正する。  

  第１０条第２項及び第１１条ただし書中「教育委員会」を「市長」  

に改める。  

  第１４条第２項中「、第９条及び第１０条第２項中」を「及び第９
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条中」に改め、「「指定管理者」と」の次に「、第１０条第２項中「  

市長」とあるのは「指定管理者」と」を加える。  

 

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （説明）  

 教育委員会が所管する公の施設に係る使用料等の減免及び還付に関す

る規定中の「教育委員会」を、本来の権限者である「市長」に改め、ま

た、真岡市にのみや野外活動センターの使用料について、条例に規定さ

れている場合のほか、市長が特に認めた場合に減免することができるよ

うにするものである。  
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議案第４７号  

工事請負契約について  

次のとおり契約したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を求める。  

令和６年６月３日提出  

真岡市長  石  坂  真  一   

 

記  

１  工  事  名      真岡市総合運動公園硬式兼軟式野球場防球ネッ

ト建設工事  

２  工事場所      真岡市小林１９４０番地外  

３  工事内容      硬式兼軟式野球場の防球ネットの建設工事  

４  契約方法      事後審査型条件付き一般競争入札  

５  契約の予定金額   ２１４，２８０，０００円  

６  契約の相手方    真岡市並木町二丁目２１番地１  

松本建設株式会社  

代表取締役  松  本  敬  介  

 

 

 

 

（説明）  

真岡市総合運動公園整備のため、硬式兼軟式野球場の防球ネットの建

設工事を実施するものである。  
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議案第４８号  

   消防ポンプ自動車の取得について  

 次のとおり消防ポンプ自動車を取得したいので、議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により議会の

議決を求める。  

  令和６年６月３日提出  

                   真岡市長  石  坂  真  一  

 

記  

１  物  品  名     消防ポンプ自動車  ２台  

２  取得の目的     老朽化した消防ポンプ自動車を更新するため  

３  取得の予定価格   ４４，１１４，４６０円  

４  取得の相手方    小山市大字喜沢１３９４番地  

           合資会社渡辺商店  

            代表社員  渡  辺  圭  一  

 

 

 

 

 

 

 （説明）  

 消火活動に支障がないよう、老朽化した消防団用の消防ポンプ自動車

を更新するものである。  
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報告第１号  

   令和５年度真岡市継続費繰越計算書の報告について  

 地方自治法施行令第１４５条第１項の規定により、継続費繰越計算書

を次のとおり報告する。  

  令和６年６月３日提出  

真岡市長  石  坂  真  一   

 

記  

１  令和５年度真岡市一般会計継続費繰越計算書（別紙）  



10教育費
５保健体育
　費

総合運動公園整備事業

新第一学校給食セン
ター建設事業

第二学校給食センター
増強整備事業

令 和 ５ 年 度 真 岡 市 一 般 会 計 継 続 費 繰 越 計 算 書

（単位　円）

款 項 事 業 名
継続費
の総額

令和５年度継続費予算現額
支出済 額及
び支出見 込

額
残　額

翌年度逓
次繰越額

左 の 財 源 内 訳

予　算
計上額

前年度逓
次繰越額

計
繰越金
(一般財
源）

特　定　財　源

国　(県)
支 出 金

地 方 債 そ の 他

85,200,0003,546,000,000 1,018,800,000 983,019,000 2,001,819,000 1,156,348,000 845,471,000

812,132,600

845,471,000 71,000 78,200,000 682,000,000

3,128,212,000 1,480,610,000 1,480,610,000 668,477,400

206,259,000 124,285,000 124,285,000 111,529,000

812,132,000 415,832,000 362,200,000 34,100,000

12,756,000 12,756,000 3,256,000 9,500,000

合　　　　計 6,880,471,000 2,623,695,000 983,019,000 3,606,714,000 1,670,359,600 1,670,359,000 419,159,000 78,200,000 1,053,700,000 119,300,0001,936,354,400
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報告第２号  

   令和５年度真岡市繰越明許費繰越計算書の報告について  

 地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、繰越明許費繰越計

算書を次のとおり報告する。  

  令和６年６月３日提出  

                   真岡市長  石  坂  真  一 
 

記  

１  令和５年度真岡市一般会計繰越明許費繰越計算書（別紙）  

１  令和５年度真岡市産業団地整備事業特別会計繰越明許費繰越計算書  

  （別紙）  



（単位　円）

国(県)支出金 地　方　債 そ　の　他

2　総務費 1 総務管理費
もおかベリー号実証運行支
援事業

6,138,000 3,531,000 1,765,000 1,766,000

井頭周辺活性化事業 392,011,000 352,811,000 176,405,000 162,900,000 13,500,000 6,000

3 戸籍住民基本台
帳費

マイナンバー連携システム
改修事業

16,764,000 16,764,000 13,956,000 2,808,000

3　民生費 1 社会福祉費
低所得世帯支援金給付事業
住民税非課税世帯支援金

484,325,000 55,372,000 1,332,000 54,040,000

2 児童福祉費
保育所等性被害防止対策設
備等支援事業

450,000 450,000 300,000 150,000

4 衛生費 1 保健衛生費
井頭温泉源泉ポンプオー
バーホール事業

34,540,000 20,444,000 20,000,000 444,000

新型コロナウイルス感染症
対策ワクチン接種事業

163,027,000 28,374,000 28,374,000

合葬墓地整備事業 73,587,000 45,587,000 45,587,000

2 清掃費 塵芥処理車購入事業 9,000,000 8,053,000 8,053,000

6 農林水産業
費

1 農業費
畜産担い手育成総合整備事
業

100,119,000 50,203,000 50,203,000

南高岡防災重点ため池災害
対策事業

6,000,000 6,000,000 4,500,000 1,500,000

2 林業費 ナラ枯れ緊急対策事業 13,569,000 13,569,000 3,850,000 9,719,000

8　土木費 1 土木管理費
住まいの耐震性向上推進事
業

13,772,000 10,300,000 7,800,000 2,500,000

2 道路橋りょう費 市道維持補修事業 376,849,000 263,423,000 135,558,000 121,400,000 6,465,000

一 般 財 源

令 和 ５ 年 度 真 岡 市 一 般 会 計 繰 越 明 許 費 繰 越 計 算 書

款 項 事　　　業　　　名 歳出予算額
翌　年　度

繰　越　額

左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳

既　 収　入
特 定 財 源

未　収　入　特　定　財　源
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国(県)支出金 地　方　債 そ　の　他

8　土木費 2 道路橋りょう費 交通安全施設整備事業 13,900,000 13,900,000 7,645,000 6,100,000 155,000

道路維持管理事業 2,000,000 1,756,000 1,000,000 756,000

道路改良事業 605,870,000 290,145,000 111,979,000 101,700,000 76,466,000

産業団地道路整備事業 95,200,000 59,750,000 30,453,000 22,400,000 6,800,000 97,000

4 都市計画費 立地適正化計画改定事業 9,537,000 9,537,000 4,500,000 5,037,000

亀山北土地区画整理地区界
道路整備事業

72,178,000 42,328,000 18,256,000 24,072,000

公園遊具長寿命化対策事業 17,842,000 17,842,000 8,421,000 9,421,000

9 消防費 1 消防費 防火水槽整備事業 13,383,000 13,383,000 2,743,000 5,400,000 5,240,000

10 教育費 4 社会教育費 金鈴荘南門・園路整備事業 18,392,000 18,392,000 9,196,000 8,200,000 996,000

二宮コミュニティセンター
空調設備制御盤更新事業

28,270,000 16,970,000 16,970,000

5 保健体育費
硬式兼軟式野球場音響設備
整備事業

7,645,000 7,645,000 7,645,000

2,574,368,000 1,366,529,000 0 598,980,000 429,100,000 68,275,000 270,174,000合　　　　計

款 項 事　　　業　　　名 歳出予算額
翌　年　度

繰　越　額

左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳

既　 収　入
特 定 財 源

未　収　入　特　定　財　源
一 般 財 源
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（単位　円）

国(県)支出金 地　方　債 そ　の　他

1　産業団地
整備事業費

1　産業団地整
備事業費

産業団地整備事業 907,853,000 671,094,000 671,000,000 94,000

一 般 財 源

令和５年度真岡市産業団地整備事業特別会計繰越明許費繰越計算書

款 項 事　　　業　　　名 歳出予算額
翌　年　度

繰　越　額

左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳

既　 収　入
特 定 財 源

未　収　入　特　定　財　源
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報告第３号  

   令和５年度真岡市公営企業会計予算繰越計算書の報告につ  

いて  

 地方公営企業法第２６条第３項の規定により、繰越計算書を次のとお

り報告する。  

  令和６年６月３日提出  

                   真岡市長  石  坂  真  一 
 

記  

１  令和５年度真岡市水道事業会計予算繰越計算書（別紙）  

１  令和５年度真岡市下水道事業会計予算繰越計算書（別紙）  



１　地方公営企業法第26条第1項の規定による繰越額 （単位　円）

国(県)支出金 企業債 そ　の　他

石法寺浄水場1号取水ポンプ更新
工事

6,930,000 6,930,000 6,930,000

市内舗装復旧工事5-1号 30,745,000 30,745,000 30,745,000

令 和 ５ 年 度 真 岡 市 水 道 事 業 会 計 予 算 繰 越 計 算 書

款 項 事　　　業　　　名 金額

４ 資本的支出 1 建設改良費

翌　年　度

繰　越　額

左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳

既　 収　入
特 定 財 源

未　収　入　特　定　財　源 当 年 度
損益勘定
留保資金
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１　地方公営企業法第26条第1項の規定による繰越額 （単位　円）

国(県)支出金 企業債 そ　の　他

管渠建設事業 207,800,000 207,800,000 70,520,000 127,800,000 9,480,000

処理場建設改良事業 587,800,000 587,800,000 320,000,000 252,500,000 15,300,000

1 建設改良費

未　収　入　特　定　財　源 当 年 度
損益勘定
留保資金

令 和 ５ 年 度 真 岡 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算 繰 越 計 算 書

款 項 事　　　業　　　名 金額
翌　年　度

繰　越　額

左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳

既　 収　入
特 定 財 源

１ 公共下水
道事業資本
的支出
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報告第４号  

令和６年度もおか鬼怒公園開発株式会社営業計画及び予算  

書の提出について  

地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、もおか鬼怒公園開発

株式会社の営業計画及び予算書を提出する。  

令和６年６月３日提出  

                   真岡市長  石  坂  真  一  

 

記  

令和６年度もおか鬼怒公園開発株式会社営業計画及び予算書（別冊）  
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報告第５号  

令和６年度公益財団法人真岡市農業公社事業計画及び予算  

書の提出について  

地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、公益財団法人真岡市

農業公社の事業計画及び予算書を提出する。  

令和６年６月３日提出  

真岡市長  石  坂  真  一  

 

記  

令和６年度公益財団法人真岡市農業公社事業計画及び予算書（別冊）  
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